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郵送による申告

　申告書に記入・必要書類（コピー可）を添付し、郵送で市民税課へ

※市役所開庁時間内に連絡可能な電話番号を必ず記入してください。

※申請の控えが必要な場合は返信用封筒（切手貼付）を同封してください。

市役所での申告

　郵送での提出が難しい場合は、市役所で申告を受け付けます。なお、

予約した日時に来庁できない場合は、改めて予約してください。

予約方法　２月１日～３月１４日（土・日曜日、祝日を除く）の午前９

時～午後５時に予約専用電話☎２４－１０１０へ

市民税・都民税の申告はお早めに
申告期間　２月１６日（木）～３月１５日（水）

提出先・問い合わせ

△

市民税・都民税…市民税課

△

所得税の確定申告…青梅税務署☎２２－３１８５

申告受付期間 会場

２月１６日（木）～３月１５日（水）
（土・日曜日、祝日を除く）

市役所２階２０１・２０２会議室

２月２６日（日） 市役所１階市民税課窓口
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年末調整は済
んでいますか？

勤務先から青梅市へ給与支払報
告書が提出されていますか？

【申告不要】
※医療費控除等で所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要です。

市民税・都民税の申告が必要です。（市役所へ）

確定申告または市民税・都民税の申告が必要です。（税務署または市役
所へ）ただし、公的年金等の収入金額が４００万円以下でかつ公的年
金以外の所得が２０万円以下の方は確定申告の必要はありません。こ
の場合でも医療費控除等で所得税の還付を受ける場合は、確定申告が
必要です。

収入は年金
のみですか？

公的年金（遺族・障害年金等を除く）
のみで、次のいずれかに該当しま
すか？

▽ ６５歳以上で公的年金収入が
１５５万円以下

▽ ６５歳未満で公的年金収入が
１０５万円以下

※年齢の基準日は５年１月１日

【申告不要】
※ 年金支払者に登録している住所地と住民票上の住所地が異なる場合
は、申告が必要です。
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市民税・都民税の申告は不要ですが、年金収入が４００万円を超えると、
確定申告が必要な場合があります。また、公的年金等の源泉徴収票に
記載の控除以外の各種控除の適用を受ける場合は、所得税の確定申告
または市民税・都民税の申告が必要です。

市民税・都民税の申告が必要です。（市役所へ）

同世帯の親族の扶養
でしたか？ 【申告不要】年末調整等の申告において、同世帯の親族に扶養されて

いるか、ご確認ください。

市民税・都民税の申告チェックフロー　～申告の要・不要をご確認ください～
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申告に必要なもの

①申告書（申告会場にも用意してあります。）

②マイナンバーカードまたは通知カード（最新の住所や氏名が記載され

ていない場合は使用できません。）

③本人確認書類（運転免許証等の写真のあるものは１点、国民健康保険

証等の写真のないものは２点）

④令和４年中の収入が分かる書類（源泉徴収票、収入明細書、帳簿類　ほか）

⑤所得控除等を受けるための書類

▽社会保険料控除…健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料な

どの領収書、国民年金等の支払いを証明する書類

▽生命保険料控除、地震保険料控除…控除証明書（支払証明書）

▽障害者控除…身体障害者手帳、愛の手帳等

▽医療費控除…医療費控除の明細書、医療費通知等（内容が不十分な場

合があります。詳細は、事前に市民税課市民税係へお問い合わせくだ

さい。）、保険等で補
ほ て ん

塡された金額の分かる書類、おむつ代を申告する

場合は、「おむつ使用証明書」または「おむつ使用確認書」（事前に必

ず支払い総額を計算してください。）

▽寄付金控除…寄付先からの領収書等

※配偶者控除や扶養控除を申告する場合は、配偶者や被扶養者のマイナ

ンバーも記入してください。

※その他の控除については、内容によって必要な書類が異なります。

おむつ使用確認書の交付
　おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、申告の際

に、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。市では、右記

の①～③すべてを満たす方へおむつ使用証明書に代わるものとして利

用できる、「おむつの使用確認書」を交付します。

申 請方法　来庁する方の本人確認書類と、おむつ使用者の介護保険被

保険者証をお持ちのうえ、直接介護保険課認定係（市役所１階）へ

対象

①介護保険の要介護認定を受けている方

②おむつ代について医療費控除を受けるのが２年目以降である方

③ おむつを使用した年、その前年またはその前々年に作成された主治

医意見書の記載内容が次の要件をすべて満たす方

△

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）がＢ、Ｃランクである

△

尿失禁の発生可能性の記載が「あり」である

要予約

★令和５年１月１日時点に青梅市外にお住まいで、青梅市内に事業所、事務所または家屋をお持ちの方

お間違えなく

所得税（国税）の確定申告は、青梅税務署へ（郵送可）。なお、所得税の確定申告を行う場合は、市役所での市・都民税の申告は不要です。

！

以下の方も市民税・都民税の申告が必要です。（市役所へ）

確定申告で医療費控除を申告する方へ

申告書を送付します

昨年、市民税・都民税の申告をした方には、２月上旬に申告書と「令

和５年度市民税・都民税（住民税）申告のしおり」を送付します。

令和４年分の収入等の申告が始まります

新聞を取っていない世帯の方へ広報おうめ等を無料で配布しています。皆さんの周りの希望する方にも

お声かけください。希望する方は、住所、氏名、電話番号を電話☎２２－１１１１、郵送、ファクシミ

リ ２１－２８７９、電子メール div0110@city.ome.lg.jpまたは直接秘書広報課（市役所４階）へ


